
　⑵　迂回期間（令和８年度） ※参考：令和７年度実績

ゴールデンウィーク

夏季

その他連休

　　　　　受けた者は、次に到着した別の路線を利用可能。

　・廃止理由は、運転手のオペレーションの手間や利用者とのトラブルが発生し、運行委託事業者の負担

　　が増加したこと。

　　また、運賃額が一律100円（障がい者等は50円）で利用できる環境を踏まえ、廃止とする。

　　　例）東・南廻り線を利用した際、軽井沢病院もしくは中軽井沢駅で運賃を支払い、乗継券の発行を

※外回り・内回りともに１便目は通常運行とする。

４月26日～  ５月６日

７月12日～  ８月31日

９月13日～  ９月23日

10月11日～  10月13日

11月１日～  11月３日

４月25日～  ５月６日

７月11日～  ８月31日

９月19日～  ９月23日

10月10日～  10月12日

10月31日～  11月３日

３．町内循環バス乗継券の廃止について

　・町内循環バス３路線では別の各路線に乗り継ぎが可能。

　　として運行する。

　⑶　迂回コース

　・裏面のとおり

２．GW・夏期等の迂回運行についてお盆期間中の運行について

　・西コースについては、平日、土日ダイヤを設定しているが、お盆期間中の交通量の増加に伴い、交通

　　渋滞が見込まれることから、定時性を確保するため８月10日（月）から８月14日（金）を休日ダイヤ
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１．GW・夏期等の迂回運行について

　⑴　定時性を阻害する渋滞の発生区間

　・下仁田軽井沢線（通称：プリンス通り）

　・旧国道18号（新軽井沢交差点～軽井沢駅入口交差点間）

　　GWや夏期、連休など交通が集中する時期には、新軽井沢交差点を先頭にプリンス通りが渋滞、また

　　新軽井沢交差点から軽井沢駅入口交差点付近が渋滞することにより、バスの定時性が阻害されるため

　　定時制を確保するため迂回運行を行う。

　（迂回理由）

令和８年４月　５月 ９月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

4/5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5

12 13 14 15 16 17 18 6 7 8 9 10 11 12

19 20 21 22 23 24 25 13 14 15 16 17 18 19

26 27 28 29 30 5/1 2 20 21 22 23 24 25 26

3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30

７月　８月 １０月　１１月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

7/5 6 7 8 9 10 11 10/4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 31 8/1 25 26 27 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7 8 11/1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28 29 22 23 24 25 26 27 28

30 31 29 30



・「入山峠入口バス停」「成沢バス停」には停車しない

・「新軽井沢バス停」を軽井沢駅北口西側駐車場付近へ仮設移動する

・新ゴルフ線はバス停は設置せずフリー乗降とする（赤線部）

通常運行ルート 迂回運行ルート（案）

入山峠入口

成沢

新軽井沢

入山峠入口

成沢

新軽井沢

南軽井沢南軽井沢


	資料2-2_令和８年度町内循環バス運行計画（案）
	資料2-2_裏面_令和８年度町内循環バス運行計画（案）

